
１ 補正予算議決日

２ 予算規模 単位：千円

当初予算 補正前の額 今回補正額 補正後の額

23,887,000 30,815,414 19,228 30,834,642

100.00% 129.00% 0.09% 129.09%

6,400,153 6,392,663 0 6,392,663

100.00% 99.88% 0.00% 99.88%

9,603,121 9,608,401 0 9,608,401

100.00% 100.05% 0.00% 100.05%

39,890,274 46,816,478 19,228 46,835,706

100.00% 117.36% 0.05% 117.41%

※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額を表示しています。

３ 会計別 単位：千円

会　計　区　分 補正号数 当初予算 補正前の額 今回補正額 補正後の額

一般会計 第11号 23,887,000 30,815,414 19,228 30,834,642
総　　　　　計 19,228

４ 概要

５ 補正予算の主な内容

（1）一般会計

①歳入歳出予算補正

 ア 歳入 ◎：新型コロナウイルス感染症緊急対策関連事業 単位：千円

歳入の区分 補正予算額 担当課

国庫支出金 19,228

16,970 こども未来課

2,258 こども未来課

歳入合計 19,228

 イ 歳出

単位：千円

事業名 補正予算額 担当課

（民生費）

◎
ひとり親世帯臨時特別給付
金給付事業

19,228 こども未来課

歳出合計 19,228
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会　　計　　区　　分

　今回の補正予算案は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた国の追加経済対策に伴い、低所得の
ひとり親世帯に対し、年内を目途にひとり親世帯臨時特別給付金の再給付を行うために編成した。
　予算補正を行う会計は、１会計である。
・一般会計

主な歳入内容

国庫補助金

ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補
助金

ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補
助金

主な事業内容

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得の
ひとり親世帯に臨時特別給付金を再給付

一　　　般　　　会　　　計

特　　　別　　　会　　　計

企　　　業　　　会　　　計

総　　　　　　　計
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追 加 

全額国庫負担 

３款 － ３項 － １１目 （ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費） 

ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 
予算額 

１９，２２８千円 

 
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」を再支給します。 

   

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひと

り親世帯に対し特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、臨時特別給付金の

支給を実施しているところですが、依然として生活実態が厳しい状況にあることか

ら、年末年始に向け、給付金の基本給付の支給対象者に対して、再度、同様の基本給

付（再支給分）の支給を実施します。 

 

1 対象者 

   以下のいずれかに該当し、前回の基本給付の支給を受けた者（申請不要） 

① 令和２年６月分の児童扶養手当の支給を受けている者 228人 

② 公的年金等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者 5人 

③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養

手当の対象となる水準に下がった者（令和２年７月以降児童扶養手当受給対象者

を含む） 13人 

 ※上記②・③について、令和２年１２月１１日以降に基本給付の申請を行う者につい

ても再支給分を併せて支給 10人（見込） 

２ 支給額 

  １世帯５万円、第２子以降１人につき３万円 

３ 支給予定日 

  前回の基本給付の支給を受けた者 

   令和２年１２月２８日 

  令和２年１２月１１日以降に基本給付の申請をした者 

申請後速やかに支給 

４ その他 

  事務費（郵便料、振込手数料等、システム改修業務委託料） 

 

 

問合先 健康福祉部こども未来課 課長 林（電話０５３６－２３－７６２２） 


